
 

事業計画概要書 

事 業 の 目 的 共同住宅(市営住宅)の新築                 

事 業 区 域 の 地 名 地 番 鎌倉市笛田三丁目445番5ほか5筆            

事 業 区 域 の 土 地 に 対 す る 

権 原 取 得 等 の 状 況 
自己所有地                     

事業区域内に

おいて予定さ

れている建築

物その他の施

設の概要 

建築物等の施設 共同住宅(市営住宅) 

給排水等の施設 

給水： 鎌倉市道の給水管から引込む。    

汚水排水： 公共下水道に接続し放流予定。  

雨水排水： 雨水貯留施設にて流出抑制後、雨水桝、雨水管に

接続し放流予定。  

道路その他の施設 
・事業区域東南道路(幅員約6～6.5ｍ)に接道。 

・防火水槽、雨水貯留施設を各1ヵ所設置予定。                           

安 全 ・ 防 災 対 策 の 概 要 

（工事施行中の対策を含む） 

・施行中、土砂流出、近隣への粉塵や騒音、工事車両による交

通事故防止に万全を期する。                          

開 発 行 為 等 の 着 手 及 び 

完 了 の 予 定 年 月 日 

着手      令和5 年  5 月    1日 

完了      令和6 年  8 月   31日 

開発行為等が自然環境又は生活環

境に与える影響等に関する事項 

・規定に基づき周辺環境に調和する緑化計画を行うことで自然

環境に配慮する。 

・老朽化により閉鎖されていた市の所有地の活性化に貢献す

る。                            

開発行為等が社会的、経済的又

は文化的状況に与える影響等に

関する事項 

・老朽化が進む市営住宅の建替を進めることで入居者の安全性

を確保する。 

・効率的な施設の管理による施設の健全化と維持管理コストの

低減に寄与する。                            

市民に対する周知及び意見の聴取

の時期、方法等に関する事項 

・まちづくり条例の規定に準じて、標識の設置や住民説明を実

施する。                            

そ の 他 参 考 事 項                              

 
 

 



土地利用の方針書 

（第一面）

事 業 の 目 的 共同住宅(市営住宅)の新築 

事 業 区 域 の 地 名 地 番 鎌倉市笛田三丁目445番5ほか5筆 

第
３
次
鎌
倉
市
総
合
計
画
と
の
整
合

利用区分ごとの利用

方針に対処している

事項 

・当事業区域は第３次鎌倉市総合計画において重点事業に位
置づけられている。本事業では老朽化した市営住宅を集約
化し、周辺の住宅地と調和した良好な環境づくりや景観デ
ザインに取り組み、より良い市街地環境の形成に寄与す
る。また、災害に強く、いつまでも安心して住み続けられ
る住環境整備にも取り組む。

リーディングプロジェ

クトにおける主要な都

市整備構想の方針に対

処している事項 

・当事業区域はリーディングプロジェクトにおける主要な
都市整備構想の区域に該当しない。

鎌

倉

市

都

市

マ

ス

タ

䤀

プ

ラ

ン

と

の

整

合

土地利用の方針に対

処している事項 

・当事業区域は「一般住宅地」に位置付けられており、良好

な住環境の育成を図る。

また、「公共公益施設」にも位置付けられており、地域の

都市景観形成の核として、緑化の推進や建築物のデザイン

に対する質の向上に努める。

自然環境の保全・回復

の方針に対処している

事項 

・計画敷地内20％以上、並びに接道部の緑の連続性確保によ
り、緑豊かな街並みの形成に努める。

都市景観形成の方針

に対処している事項 
・地域の景観を十分意識した建築デザインとしている。

循環型のまちづくり

の方針に対処してい

る事項 

・太陽光発電等の環境負荷の少ないクリーンな再生可能エネ

ルギーの導入により、エネルギーの有効活用を図る。

・二酸化炭素の吸収源の確保、ヒートアイランド対策等の観

点から、既存緑地の保全及び緑化の推進を図る。

・ゴミの減量化のために共用型生ごみ処理機を設置し、環境

負荷の低減を図る。



（第二面）

鎌
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市

都
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交通システム整備の

方針に対処している

事項 

・事業区域に接する道路は、十分な幅員があり慢性的な交通
渋滞も見られない。

住宅・住環境整備の 

方針に対処している

事項 

・高齢単身世帯の増加傾向を考慮し、入居希望の世帯構成に

合わせ供給住戸の規模を変更した上で、老朽化した６つの

市営住宅を集約する。

都市防災の方針に対

処している事項 
・事業区域内に約40㎥の防火水槽を設置する。

健康福祉のまちづく

りの方針に対処して

いる事項 

・高齢者、障害者が安心して住むことが出来る市営住宅の提

供に努める。

産業環境整備の方針

に対処している事項 
・該当なし。

観光・文化・スポーツ・

レクリエーション環境整

備の方針に対処してい

る事項

・該当なし。

拠点とゾーンの整備

方針に対処している

事項 

・整備方針に協調できる基盤整備、景観形成に努める。

地 域 名 深沢市街地域 

地域別方針に対処し

ている事項 

・老朽化が進む市営住宅の建替えにより、入居者の安全性を確保

し、安心して住み続けることが出来る良質で低廉な住宅供給に

務める。



（第三面） 

鎌
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市

緑

の
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整
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歴史文化を守る緑の

配置等の方針に対処

している事項 

・該当なし 

生き物を育む緑の配

置等の方針に対処し

ている事項 

・緑地は地域の自然植生種を取り入れる。      

暮らしを支え豊かにす

る緑の配置等の方針に

対処している事項 

・歩道や広場と緑地を一体的に整備することで地域住民が緑

と触れ合える憩いの場を提供する。 

交流のふれあいを広げ

る緑の配置等の方針に

対処している事項 

・既存の緑地を残しつつ、事業計画に合わせ緑地を整備し、

緑を通じて地域交流やコミュニティ活動の場を提供する。 

美しい景観をつくる

緑の配置等の方針に

対処している事項 

・計画敷地内20％以上の緑地、接道部の緑の連続性確保、並

びに地域の自然植生種を取り入れることで地域の個性を尊

重した景観の形成に努める。  

環境負荷を和らげる

緑の配置等の方針に

対処している事項 

・既存の緑地を残しつつ計画敷地内20％以上の緑地を整備

し、並びに高木から地被までバランスよく用いることで 

多層な緑地の形成に努める。 

安全を高める緑の配

置等の方針に対処し

ている事項 

・既存緑地を残しつつ計画敷地内20％以上、並びに接道部 

 の緑の連続性確保のより、安全性を高める緑の配置に努 

 める。 

リーディ

ング・プ

ロジェク

トの趣旨

に対処し

ている事

項 

緑地の確

保 

・既存の緑地を残しつつ、計画敷地内20％以上の緑地を整備

することで、緑豊かな街並みの形成に努める。   

緑の質の

充実 

・緑地には地域の自然植生種を取り入れ、市民、民間との連

携によって緑地の適正な整備、管理を継続的に行うことで

緑の質の向上に努める。  

緑のネッ

トワーク

の形成 

・緑地には地域の自然植生種を取り入れ、事業計画に合わせ

緑地を設置し、緑を通じ地域交流コミュニティ活動の場を

提供する。  

緑の基本計画の実現

のための施策方針に

対処している事項 

・既存緑地を残しつつ、計画敷地内20％以上、並びに接道部

の緑の連続性確保により、緑豊かな街並みの形成に努め

る。 
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